
2024 年度第Ⅰ期派遣交換留学生募集要項 

（2024 年８月～10 月出発） 

 

東北学院大学国際交流部 

１．交換留学について 

交換留学は、本学が学生交換協定を締結している大学へ半年または１年間留学する制度です。 

 

（１）留学期間は本学の在学期間として扱われます。休学ではありません。 

（２）留学先大学で修得した単位は、所属学部が承認した場合、本学の修得単位に認定されます。 

（３）留学中は、本学の学生納付金を納入しますが、留学先大学の授業料は免除となります。 

※渡航費、生活費（宿舎費、食費、光熱水費等）海外旅行保険などは自己負担となります。留学先によっ

ては、オリエンテーション費、語学研修費、健康保険料やテキスト代などがかかります。 

（４）東北学院大学海外留学生奨学金制度に申請することができます。 
 

２．出願資格   

 留学先大学の語学及びその他の要件を満たしていること（別紙参照）。 
 

３．留学資格 

（１）留学開始時点で本学に１年以上在学していること。 

（２）留学時に次の単位数以上を習得していること（今年度後期の履修により修得見込みであること） 

   学部 現１年生：31 単位、現２年生：62 単位、現３年生：93 単位、大学院生：16 単位 
 

３．募集大学及び募集期間   

別紙を参照してください。 
 

４．出願方法    

出願書類を国際交流課に直接提出してください。 

出願期間： 2024 年１月 11 日（木）～１月 17 日（水） 

 ＜受付時間＞ 9:00～16:30 ※土・日を除く。 
 

＜出願書類＞ 

① 2024 年度第Ⅰ期東北学院大学派遣交換留学願書 

② 派遣交換留学出願のための確認及び同意書 

③ 派遣交換留学志望理由書（MS Word にて、文字サイズ 10.5 ポイント、行間 1.0 にて作成） 

上部は留学先での受講言語、下部は日本語により志望理由を述べ、Ａ４用紙１枚以内にまとめて 

ください。 

④ 成績通知書 ※成績証明書ではありません。 

 2023 年前期までの成績が載っている成績通知書を My TG でダウンロードし、プリントアウトし

て提出してください。注意  12 月中旬以降はダウンロードできなくなります。早めに用意してください。 

⑤語学要件を証明できるもの（語学検定試験のスコア等） 

※出願時に検定試験の合否・スコア等が間に合わない学生は、語学検定試験を受験したことがわか

る書類（受験票、受験料の領収書など）の写しに、結果が出る予定日を記入して提出してください。 

なお、検定試験結果が語学要件を満たさなかった場合は選考されません。 
 

＊①および②は、東北学院大学ホームページの国際交流課のページからダウンロードしてください。 

   （ダウンロード https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/global/abroad/） 

 

５．選考試験および結果通知 

選考試験は、2024 年２月６日（火）実施の予定です。試験に関する詳細および連絡は、出願者の G メー

ルアドレス（ s 学生番号@g.tohoku-gakuin.ac.jp）に送りますので、国際交流課（ ico@mail.tohoku-

gakuin.ac.jp）からのメールを受信できるようにご自身のアカウント設定を確認してください。 

なお、選考結果は３月中旬に郵送により通知いたします。 
 

６．東北学院大学海外留学生奨学金について 

交換留学生及び認定留学生を対象とし、本学の教育方針を理解し、勉学意欲旺盛で品行に優れ、経済的

理由により留学費用の援助を必要とする学生に給付されます。給付額は、GPA3.5 以上の学生は留学月数

分の本学授業料及び渡航費補助、GPA2.2 以上 3.5 未満の学生は留学月数分の本学授業料の半額です。 

（例：GPA2.5 の文学部生が６か月留学する場合：195,000 円） 

申請方法等の詳細は出発前ガイダンスにて説明いたします。 
 

７．出願に際しての注意（重要） 

   以下を読み、必ず理解した上で出願してください。 
 

（１）選考試験では、本学から協定校に推薦する交換留学生候補者を選考します。留学は、協定校の受入

許可により決定いたしますので、学内選考の結果は留学の機会を約束するものではありません。 
 

（２）十分な意思を持って出願し、あとで辞退することのないように注意してください。学内選考により

交換留学生候補者として決定したあとの辞退は、他の学生の留学機会を奪うことになります。 
 

（３）出願する前に本学所属学科のカリキュラムをよく確認し、留学した場合に本学の履修計画にどのよ

うな影響があるか考えてみてください。 

留学する年次によっては、本学での必修科目を履修できず、その結果、卒業要件を４年間で満たせ

ない場合があります。出願に際し、まずは留学を含めた卒業までの履修計画を立ててみて、その内容

を教務課窓口で相談し、正しい理解に基づいた計画ができているか確認してください。 
 

（４）外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/）の危険情報および感染症危険情報に

より、留学開始２ヶ月前の月の１日時点に感染症やそれ以外の危険が確認された場合、2024 年度第Ⅰ

期派遣交換留学（2024 年８月～10 月出発）を中止する場合があります。 

留学実施基準の詳細は、本学「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る派遣交換留学の実施

ガイドライン」（https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/global/abroad/pdf/abroad/covid-19.pdf）を参照してく

ださい。伝染病の流行、自然災害、政治情勢等により外務省から危険情報が発表されるような場合、

その危険レベルによっては渡航直前あるいは渡航後の留学中止が余儀なくされます。そのような状況

では、大学の指示に従い速やかに留学を中止し帰国することになります。渡航前に発生する留学準備

費用を含め、中止に伴う一切の費用は自己負担となりますので、渡航前および渡航後に留学が中止と

なる可能性があること、また、それに伴い経済的な負担が生じる可能性があることについて十分考慮

した上で出願してください。 
 

（５）新型コロナウイルス感染症等の影響により、留学先での授業がオンラインでの実施のみとなり、対

面での交流が一切行えない状況もこれまでには生じています。 
 

（６）留学には保護者の理解と協力が必要です。留学により考えられるリスクも含め、保護者と十分に話

し合う機会を必ず設けてください。話し合いで生じる疑問は、どんなことでも国際交流課に問い合わ

せ、出願前に解消してください。 

           

＜問合せ・提出先＞ 東北学院大学国際交流課  ico@mail.tohoku-gakuin.ac.jp 
土樋キャンパスホーイ記念館２階（022-264-6425） 
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